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第 6 期保険者機能強化アクションプラン（案）・令和６年度事業計画（案）の変更について 
 

（１）第 6 期保険者機能強化アクションプラン（案）（抜粋） 

（新）第 6 期保険者機能強化アクションプラン（案） （旧）第 6 期保険者機能強化アクションプラン（案） 

（２）戦略的保険者機能の一層の発揮 

戦略的保険者機能を更に発揮し、加入者の健康度の向上、医療等の質や効率性

の向上及び医療費等の適正化を実現するためには、以下の①・②が必要である。 

①データ分析に基づき課題を抽出したうえで、協会として今後医療費適正化に向け

て取り組むべき具体的方策について、課題解決に向けた事業企画・実施・検証を

行うこと。その際、保険者協議会における各保険者や医療関係団体等との地域課

題の共有など関係者の合意を得つつ、ガイドライン等の手法を活用した都道府県の

医療費適正化計画やフォーミュラリなどについて、効果を検証したうえで推進していく

こと。 

②分析成果を最大限活かすため、支部幹部職員が関係団体と定期的な意見交換

等を行うことにより「顔の見える地域ネットワーク」を重層的に構築し、当該ネットワー

クを活用しながら地域・職域における健康づくり等の取組や医療保険制度に係る広

報・意見発信に取り組むこと。 

 

（２）戦略的保険者機能の一層の発揮 

戦略的保険者機能を更に発揮し、加入者の健康度の向上、医療等の質や効率性

の向上及び医療費等の適正化を実現するためには、 

①データ分析に基づく課題抽出、課題解決に向けた事業企画・実施・検証を行うこと 

 

 

 

 

 

②分析成果を最大限活かすため、支部幹部職員が関係団体と定期的な意見交換

等を行うことにより「顔の見える地域ネットワーク」を重層的に構築し、当該ネットワーク

を活用しながら地域・職域における健康づくり等の取組や医療保険制度に係る広

報・意見発信に取り組むこと 

が必要である。 

 

Ⅱ）健康づくり 

① 保健事業の一層の推進 

ⅱ）保健事業の充実・強化に向けた基盤整備 

・ 働く世代が健康で長く働くことができるよう、従来から実施している生活習慣病の予

防等を中心とした保健事業に加え、女性の健康等にも着目しつつ、加入者の健康を

支える取組をより一層推進する。 

・  戦略的保険者機能の一層の発揮に向けて、特定健診・特定保健指導実施率の

向上（量的カバー）に加え、結果の出せる効果的な特定保健指導や重症化予防

のための効果的な受診勧奨（質の向上）、更に、データ分析に基づく地域・職域の

特性を踏まえたポピュレーションアプローチ等の推進に取り組む必要がある。 

・  このため、支部の特性を踏まえつつ、特定保健指導を中心に、全支部において実施

すべき取組について一定の標準化を図る。 

・  支部において保健事業を担う専門職たる保健師の複数名体制を構築・維持するた

め、計画的かつ継続的な採用活動を実施する。 

Ⅱ）健康づくり 

① 保健事業の一層の推進 

ⅱ）保健事業の充実・強化に向けた基盤整備 

 

 

 

・  戦略的保険者機能の一層の発揮に向けて、特定健診・特定保健指導実施率の向

上（量的カバー）に加え、結果の出せる効果的な特定保健指導や重症化予防のた

めの効果的な受診勧奨（質の向上）、更に、データ分析に基づく地域・職域の特性

を踏まえたポピュレーションアプローチ等の推進に取り組む必要がある。 

・  このため、支部の特性を踏まえつつ、特定保健指導を中心に、全支部において実施

すべき取組について一定の標準化を図る。 

・  支部において保健事業を担う専門職たる保健師の複数名体制を構築・維持するた

め、計画的かつ継続的な採用活動を実施する。 

資料２－７ 
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（新）第 6 期保険者機能強化アクションプラン（案） （旧）第 6 期保険者機能強化アクションプラン（案） 

・  保健師及び管理栄養士を中心とした人材の更なる資質向上に向けて、各支部や

ブロック単位による OJT を行いつつ、本部が開催する研修内容の充実を図る。併せ

て、専門職以外の保健事業に携わる職員の研修内容の充実を図る。 

・  契約保健師及び管理栄養士が担うべき役割について、その能力や意欲に応じて、

これまでの特定保健指導のみならず、コラボヘルス等の他の保健事業へ拡大すべく、

人事評価・処遇のあり方も含め検討し、必要な取組を進める。 

・  保健師及び管理栄養士を中心とした人材の更なる資質向上に向けて、各支部やブ

ロック単位による OJT を行いつつ、本部が開催する研修内容の充実を図る。併せて、

専門職以外の保健事業に携わる職員の研修内容の充実を図る。 

・  契約保健師及び管理栄養士が担うべき役割について、その能力や意欲に応じて、こ

れまでの特定保健指導のみならず、コラボヘルス等の他の保健事業へ拡大すべく、人

事評価・処遇のあり方も含め検討し、必要な取組を進める。 

 

② 特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

・  国が示す協会の特定健診の実施率目標値は、2029（令和 11）年度末に

70％である。なお、2022 年度実績は 57.9%となっている。 

・  被保険者に対する生活習慣病予防健診（特定健診の項目にがん検診の項目

等を加えたもの）について、健診・保健指導カルテ等を活用して、実施率への影響が

大きいと見込まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけること

で、効率的・効果的な受診勧奨を実施する。また、2023 年度に実施した自己負担

の軽減に加え、2024 年度から付加健診の対象年齢を拡大するとともに、「顔の見え

る地域ネットワーク」を活用した受診勧奨等の取組を推進する。 

・  被扶養者に対する特定健診について、実施率の向上を図るため、市区町村におけ

るがん検診との同時実施等の拡大を進めるとともに、骨粗鬆症及びその予備群を早

期に発見するための「骨粗鬆症検診」、歯科疾患の早期発見・重症化予防を図る

ための「歯科検診」、緑内障等失明に繋がる重大な病気の早期発見のための「眼底

検査」を集団健診時のオプション健診として追加し、予防の重要性に関する啓発を

広く進める。 

・  事業者健診データの取得について、事業主・健診機関・協会（３者間）での提

供・運用スキームのもとで、事業者健診データが健診機関を通じて確実に協会に提

供されるよう、関係団体等と連携した円滑な運用を図る。 

 

■ KPI：  

１） 生活習慣病予防健診実施率を 64.8%以上とする 

２） 事業者健診データ取得率を 9.2％以上とする 

３） 被扶養者の特定健診実施率を 32.9％以上とする 

 

② 特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

・  国が示す協会の特定健診の実施率目標値は、2029（令和11）年度末に70％

である。なお、2022 年度実績は 57.9%となっている。 

・  被保険者に対する生活習慣病予防健診（特定健診の項目にがん検診の項目等

を加えたもの）について、健診・保健指導カルテ等を活用して、実施率への影響が大き

いと見込まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効

率的・効果的な受診勧奨を実施する。また、2023 年度に実施した自己負担の軽減

に加え、2024 年度から付加健診の対象年齢を拡大するとともに、「顔の見える地域ネ

ットワーク」を活用した受診勧奨等の取組を推進する。 

・  被扶養者に対する特定健診について、市区町村におけるがん検診との同時実施等

を推進し、実施率の向上を図る。 

 

 

 

 

・  事業者健診データの取得について、事業主・健診機関・協会（３者間）での提

供・運用スキームのもとで、事業者健診データが健診機関を通じて確実に協会に提供

されるよう、関係団体等と連携した円滑な運用を図る。 

 

■ KPI：  

１） 生活習慣病予防健診実施率を 64.8%以上とする 

２） 事業者健診データ取得率を 9.2％以上とする 

３） 被扶養者の特定健診実施率を 32.9％以上とする 
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(2)令和６年度事業計画（案）（抜粋） 

（新）令和６年度事業計画（案） （旧）令和６年度事業計画（案） 

②特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

・  被保険者に対する生活習慣病予防健診（特定健診の項目にがん検診の項目

等を加えたもの）について、健診・保健指導カルテ等を活用して、実施率への影響が

大きいと見込まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけること

で、効率的・効果的な受診勧奨を実施する。また、2023 年度に実施した自己負担

の軽減に加え、2024 年度から付加健診の対象年齢を拡大するとともに、「顔の見え

る地域ネットワーク」を活用した受診勧奨等の取組を推進する。 

・  被扶養者に対する特定健診について、実施率の向上を図るため、市区町村との協

定締結を進めるなど連携を推進し、がん検診との同時実施等の拡大を進めるととも

に、骨粗鬆症及びその予備群を早期に発見するための「骨粗鬆症検診」、歯科疾

患の早期発見・重症化予防を図るための「歯科検診」、緑内障等失明に繋がる重

大な病気の早期発見のための「眼底検査」を集団健診時のオプション健診として追

加し、予防の重要性に関する啓発を広く進める。 

・  事業者健診データの取得について、事業主・健診機関・協会（３者間）での提

供・運用スキームのもとで、40 歳未満も含めた事業者健診データが健診機関を通じ

て確実に協会に提供されるよう、関係団体等と連携した円滑な運用を図る。 

 

【重要度：高】 

健康保険法において、保険者は被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うとされ

ている。また、特定健康診査の実施は高齢者の医療の確保に関する法律により、保険者に実施が義

務付けられ、かつ、実施率については、国の指針において、2029 年度の目標値（70％）が示されて

おり、重要度が高い。 

 

【困難度：高】  

協会は、被用者保険の最後の受け皿として、2008 年 10 月の協会発足以降、日本年金機構の

適用拡大や健康保険組合の解散等により加入者数は大幅に増加している。また、協会の加入事業

所は、８割以上が被保険者 9 人以下の中小企業である。そのため、１事業所当たりの特定健診対

象者が少なく、山間部や島しょ部を含め広い地域に事業所が点在していることに加え、健康保険組合

等と異なり保険者と加入者及び事業主との距離が大きく、特定健診の受診に対する理解が得られにく

い等、効果的な事業の実施が難しい状況である。そのような中で、国が示す目標値の達成に向けて

②特定健診実施率・事業者健診データ取得率等の向上 

・  被保険者に対する生活習慣病予防健診（特定健診の項目にがん検診の項目等

を加えたもの）について、健診・保健指導カルテ等を活用して、実施率への影響が大き

いと見込まれる事業所や業態等を選定し、重点的かつ優先的に働きかけることで、効

率的・効果的な受診勧奨を実施する。また、2023 年度に実施した自己負担の軽減

に加え、2024 年度から付加健診の対象年齢を拡大するとともに、「顔の見える地域ネ

ットワーク」を活用した受診勧奨等の取組を推進する。 

・  被扶養者に対する特定健診について、市区町村との協定締結を進めるなど連携を

推進し、がん検診との同時実施等の拡大を進めるとともに、集団健診時に実施するオ

プション健診を拡充し、実施率の向上を図る。 

 

 

 

・  事業者健診データの取得について、事業主・健診機関・協会（３者間）での提

供・運用スキームのもとで、40 歳未満も含めた事業者健診データが健診機関を通じて

確実に協会に提供されるよう、関係団体等と連携した円滑な運用を図る。 

 

【重要度：高】 

健康保険法において、保険者は被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うとされて

いる。また、特定健康診査の実施は高齢者の医療の確保に関する法律により、保険者に実施が義務

付けられ、かつ、実施率については、国の指針において、2029 年度の目標値（70％）が示されてお

り、重要度が高い。 

 

【困難度：高】  

協会は、被用者保険の最後の受け皿として、2008 年 10 月の協会発足以降、日本年金機構の適

用拡大や健康保険組合の解散等により加入者数は大幅に増加している。また、協会の加入事業所

は、８割以上が被保険者 9 人以下の中小企業である。そのため、１事業所当たりの特定健診対象者

が少なく、山間部や島しょ部を含め広い地域に事業所が点在していることに加え、健康保険組合等と異

なり保険者と加入者及び事業主との距離が大きく、特定健診の受診に対する理解が得られにくい等、

効果的な事業の実施が難しい状況である。そのような中で、国が示す目標値の達成に向けて着実に実
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（新）令和６年度事業計画（案） （旧）令和６年度事業計画（案） 

着実に実施率を向上させることは、困難度が高い。 

 

■ KPI： 

１） 生活習慣病予防健診実施率を 61.7%以上とする 

２） 事業者健診データ取得率を 8.8％以上とする 

３） 被扶養者の特定健診実施率を 30.3％以上とする 

 

 

施率を向上させることは、困難度が高い。 

 

■ KPI： 

１） 生活習慣病予防健診実施率を 61.7%以上とする 

２） 事業者健診データ取得率を 8.8％以上とする 

３） 被扶養者の特定健診実施率を 30.3％以上とする 

 

 


